
     
若者定住促進住宅 
入居者募集案内 

  （令和 8 年 2 月随時募集） 
 

 

長 門 市 で は 、次 の と お り 、伊 上 若 者 定 住 促 進 住 宅 の 入 居 者 募 集 を 行 い ま す 。  

伊 上 若 者 定 住 促 進 住 宅 は 、 公 営 住 宅 法 や 条 例 等 に よ り 入 居 資 格 が 定 め ら れ  

て い ま す 。  

募 集 案 内 を よ く お 読 み い た だ き 、 入 居 資 格 を ご 確 認 の う え 、 お 申 し 込 み  

く だ さ い 。  

 

 

 

   令 和 8 年 2 月 16 日 （ 月 ）  から 令和 8 年 4 月 10 日（金）まで 

（土日祝日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで） 

 

 

 

次の 3 点に必要事項を記入し提出してください。 

① 若者定住促進住宅入居申込書  ② 住民票 ③所得課税証明書 

申込書に不備がある場合は、受付できませんのでご注意ください。 

 

 

    

資料内の募集住宅一覧表、間取り図をご参照ください。 

住宅の設備等の詳細については、お問合せください。 

なお、長門市公式 HP では、募集する住宅の内部写真等の情報を 

公開しています。右記 QR コードよりアクセスしてください。 

 

 

本    庁 建築住宅課 住宅班   0837-23-1186 

三 隅 支 所             0837-43-0277 

日 置 支 所             0837-37-2168 

油 谷 支 所             0837-32-1114 

  

申込受付期間 

申込手続き 

申込書提出・問い合わせ先 

募集を行う住宅 

物件写真ページ 

募集案内ページ 



 

 

団地名 棟・部屋 所在地 建設年 間取り 家賃（円） 単身入居 

伊上若者 B 棟 2 号 油谷伊上 H13 2LDK 32,000 × 

※一回の募集において、一世帯一戸の申込に限ります。 

※募集後、申込のなかった住宅については令和 8 年 2 月 16 日（月）から令和 8 年 4 月 10 日（金） 

まで随時募集を行い、先着順で申込を受け付けます。 

 

 

 

若 者 定 住 促 進 住 宅 は 、 低 所 得 者 等 と 対 象 と し た 市 営 住 宅 と は 異 な り 、 若 者 の 移 住

定 住 促 進 を 目 的 と し た 住 宅 で す 。 そ の た め 、 以 下 の 点 が 異 な り ま す 。  

 

・入居の条件に所得条件が無いため、低所得者から高所得者まで全て入居可能 

・同居人の条件として配偶者を含む必要がある（内縁関係者及び婚約者を含む） 

・家賃が 32,000 円で固定 

 ※ただし条例では、市は以下の場合に家賃を変更できると規定されています 

・ 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき  

・ 住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき  

・ 住宅について改良を施したとき 
 

・年齢条件がある（入居の申込み時に契約者が満 40 歳未満である必要がある） 

・3 年ごとに契約を更新する必要がある 

 ※契約更新ごとに契約書を作成し、そのたびに連帯保証人の記名押印が必要 

 ※契約更新時に入居している者が 1 人だった場合、退去する必要があります。 
 

・居住可能なのは最大 12 年間。12 年目の契約満了日までに退去する必要がある。 

  

 
長門市では、市営住宅の入居者等の生活の安全と平穏の確保のため、申込者、同居又は同居

しようとする親族（以下「申込者等」という）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 6 号に規定する暴力団員。以下同じ。）で

はないことを入居者資格として条例に規定し、入居決定をしないこととしました。 
 
このため、市営住宅の入居申込みをされる方には、申込者等が暴力団員ではないことについ

て誓約をいただくとともに、市においては、入居者資格の審査の際に、暴力団員に該当するか

否かについて警察に照会することとしました。 

趣旨をご理解いただきますよう、よろしくお願いします。 

市営住宅における暴力団排除の取組みについて 

 

募集を行う住宅 

通常の市営住宅と異なる点 



 

 

受付期間：令和 8 年 2 月 16 日（月）～ 令和 8 年 4 月 10 日（金） 

提 出 物：若者定住促進住宅入居申込書・住民票・所得課税証明書 

 
 

※申込者の状況によって上記以外に必要な書類の提出を求める場合が 

あります。 
 

           ※申込前に募集する部屋の内覧を希望される方は内覧希望日の 3 日前 

までにお問い合わせください。 

(平日午前 10 時～11 時 30 分、午後 1 時～4 時の時間内で対応) 

   

① 合格の場合  ⇒ 入居仮決定通知、賃貸借契約書、敷金納付書を郵送 

② 不合格の場合 ⇒ 失格通知発送 
 

※合格の場合であっても、この時点ではまだ「仮決定」であり 

契約書の取り交わしが完了しなければ入居はできません。 

  
 

内  容：賃貸借契約書の取り交わし、敷金納入など 
 

※賃貸借契約書には、当選者と連帯保証人の印鑑登録証明書が必要です。 

※敷金は決定した家賃の 3 ヶ月分です。 

※手続きをしなかった場合、入居を辞退したとみなします。 

 
 

鍵の引渡し：場所日時を文書にて通知します 

 

 

入居可能日：文書にて通知します 

        ※入居日より 14 日以内に住民票を異動し、入居届を提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込書の提出 

入居資格審査 

結果通知 

入居の手続き 

入居可能日通知

鍵の引渡し 

入居可能日 

① 

② 

④ 

⑤ 

③ 

１．申込みから入居までの流れ 



 

 

若 者 定 住 促 進 住 宅 の 申 込 に は 、次 の 条 件 を 全 て 満 た し て い る 必 要 が あ り ま す 。 

 

①  市内に住所を有する方、又は定住する意思のある方  

 

②  同居又は同居しようとする配偶者（内縁関係者及び婚約者を含む）がある方  

・婚姻予定の場合は、申込締切日から 3 ヶ月以内に婚姻して入居できることが条件です。 

・外国人については、住民登録を行っている方に限ります。 

 

③  入居の申込み時における申込者の年齢が満 40 歳未満の方  

 

④  入居する者の中に暴力団員がいないこと  

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 6 号に 

規定する暴力団 

 

⑤  連帯保証人を選任することまたは市指定の家賃保証会社と契約すること  

連帯保証人に選任できるのは、次の５つの条件を満たしている人です。 

1. 親族以外の方が連帯保証人になる場合には、県内に住所を有する者であること。 

2. 独立の生計を営む者であること。 

3. 条例第 6 条第 2 号ウに規定する金額（158,000 円）以上の所得を有する者であること。 

4. 公営住宅法（昭和 26 年法律第 193 号）第２条第２号に規定する公営住宅に 

入居していない者であること。 

5. 市税等滞納者でないこと。 

 

 ※特別な事情がある場合には、上記①・②・③の条件を除き④と⑤の入居資格を満たすことで 

入居することが可能です。 

  

入居者資格等について 



 

 

 

◆  入 居 者 資 格 審 査  

 仮当選された方は、入居資格審査を行います。 

仮当選後、市が指定する期日までに「入居者資格審査に必要な書類」を提出してください。 

 

〈 入 居 者 資 格 審 査 に 必 要 な 書 類 〉  

 

書類の名称 対象者 

全
員
提
出 

住民票 
入居者及び同居しようとする親族全員分 

（続柄記載で世帯全員の証明のあるもの） 

該
当
者
の
み
提
出 

婚約証明書 

(式場予約証明書) 
婚姻予定者（募集締切日から 3 ヶ月以内に婚姻される方） 

注）指定期日までにすべての必要書類を提出されない場合は、仮当選の資格を 

失うことがあります。 

 

 

 

 

◆  入 居 に つ い て  

 入 居 資 格 審 査 で 合 格 し 、 入 居 手 続 き ※ が 終 わ り 次 第 、 入 居 す る こ と が で き ま す 。  

資 格 審 査 合 格 時 点 で は 入 居 「 仮 決 定 」 状 態 で す の で 、 連 帯 保 証 人 の 選 定 が で き な

い 等 の 理 由 に よ り 契 約 書 が 取 り 交 わ せ な い 場 合 は 、 入 居 す る こ と が で き ま せ ん 。  

※ 入 居 手 続 き ＝ 賃 貸 借 契 約 書 の 取 り 交 わ し や 敷 金 の 納 付 な ど  

 

◆  そ の 他  

 ・申込書記載の方全員が同時入居する事が必要です。申込書に記載の無い方は入居できません。 

・入居に際しては、連帯保証人（原則 1 名）と敷金（家賃 3 ヶ月分）が必要です。 

  

 

 

３．入居者資格審査について 

４．入居の手続きについて 



 

 

・ 住 宅 使 用 料 の お 支 払 い は 、 口 座 引 落 （ 月 末 ） を ご 利 用 く だ さ い 。  

 口 座 の 登 録 方 法 に つ い て は 、 入 居 手 続 き 時 に ご 案 内 し ま す 。  

 

・ 住 宅 使 用 料 が 3 月 以 上 納 入 さ れ な い 場 合 は 、 連 帯 保 証 人 に 連 絡 を と り 、 お 支 払 い  

い た だ く こ と も あ り ま す 。 ま た 、 退 去 を お 願 い す る こ と も あ り ま す 。  

 

・ 入 居 者 に 対 し て は 、 当 該 住 宅 又 は 共 同 施 設 に つ い て 必 要 な 注 意 を 払 い 、 こ れ ら を  

正 常 な 状 態 に お い て 維 持 す る よ う 義 務 付 け ら れ て い ま す 。（ 保 管 義 務 ）  

 

・ 犬 、 猫 等 の ペ ッ ト を 飼 う こ と （ 住 宅 に 入 れ る こ と を 含 む 。） を 禁 止 し て い ま す 。  

 

・ 住 宅 の 入 居 者 と し て 、 ま た 地 区 住 民 と し て 、 関 係 行 事 に は 積 極 的 な 参 加 を お 願 い  

し ま す 。  

 

 

 

 

 

 

５．入居後について（基本的事項） 



 

 

伊上若者市営住宅 B 棟 

 

 

 

  

今回募集を行う市営住宅（間取り） 


